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【様式】 
 

租税特別措置等に係る政策の事前評価書 

1 政策評価の対象とした政策

の名称 

軽油引取税の課税免除措置の特例措置の延長（鉱物の掘採事業を営

む者のうち石炭掘採業）  

2 対象税目 

 

① 政策評価の

対象税目 

（軽油引取税：外）（地方税１９） 

② 上記以外の

税目 

 

3 要望区分等の別 【新設・拡充・延長】   【単独・主管・共管】 

4 内容 《現行制度の概要》 

石炭の掘採事業を営む者の事業場内において石炭の掘採、積込み又

は運搬のために使用する機械の動力源の用途に用いる軽油につい

て、１ＫＬにつき３２，１００円（３２．１円／Ｌ）の課税免除。 

《要望の内容》 

上記用途に供される軽油引取税を非課税とする措置を３年間延長す

る。 

《関係条項》 

地方税法附則第１２条の２の７第１項第５号 

地方税法施行令附則第１０条の２の２第７項 

5 担当部局 経済産業省 資源エネルギー庁 資源・燃料部 鉱物資源課 石炭政

策室 

6 評価実施時期及び分析対

象期間 

評価実施時期：令和５年８月 分析対象期間：令和２年度～令和８年

度                

7 創設年度及び改正経緯 ○ 昭和３６年度（創設） 

  課税免除対象用途は「石炭の掘採、積込み又は運搬のために使用

する機械の動力源」。 

○ 平成２１年度税制改正により軽油引取税は目的税（道路特定財

源）から普通税に改められたことにより、使途制限が廃止。課税免除措

置については３年（令和３年度～令和５年度末）存続。 

8 適用又は延長期間 令和６年４月１日～令和９年３月３１日（３年間） 

9 必要性

等 

① 政策目的及

びその根拠 

《租税特別措置等により実現しようとする政策目的》 

国内炭を生産する炭鉱構内で使用する軽油に係る軽油引取税を免

除することにより、採掘原価を低減し、国内炭の安定供給確保及びエ

ネルギーの安定供給確保を図る。 

《政策目的の根拠》 

石炭については、調達に係る地政学リスクが最も低く、熱量当たりの

単価が低廉であることに加え、保管が容易であることから、現状におい

て安定供給性や経済性に優れた重要なエネルギー源と位置づけられ

ている。 

国内炭については、生産量が国内の石炭消費の約 0.4%にとどまる

ものの、市場原理の中で生産活動に対する国の支援なしに生産が行

われ、ほとんどが道内の石炭火力発電所向けに供給されている。 

道内における石炭火力は、北海道内電力量の約 46%も占めており、

国内炭が道内の電力の安定供給に貢献している。 

国内炭の生産に使われるブルドーザ等の重機については、燃料を
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軽油以外に代替できないため、軽油の使用量の削減は石炭生産量の

減少に直接影響を与えることになり、石炭の生産の維持が困難とな

る。 

② 政策体系に

おける政策

目的の位置

付け 

鉱物資源及びエネルギーの安定的かつ効率的な供給の確保並びに脱

炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進 

 

  
③ 達成目標及

びその実現

による寄与 

《租税特別措置等により達成しようとする目標》 

 国内炭の安定的な生産を図る。このために、令和８年度まで現状の

体制維持（国内７炭鉱）を目指す。 

 

  
《政策目的に対する租税特別措置等の達成目標実現による寄与》 

 国内炭の安定的な生産体制の確保。このために、令和８年度まで石

炭掘採事業者の経営基盤の安定化（新たな債務超過事業者の抑制）

を目指す。 

 

 

10 有効性

等 

①  適用数 令和２年度～令和５年度の適用者数は対象７社中すべてが対象（北

海道のみ）、令和６年度から令和８年度においても適用者数及び軽油

使用量は同数で推移する見込み。 

         免税軽油使用量（ＫＬ） 

令和２年度      ７，０９０ 

令和３年度      ７，２７８ 

令和４年度      ６，７２９ 

令和５年度      ６，７４０ 

令和６年度      ６，７４０ 

令和７年度      ６，７４０ 

令和８年度      ６，７４０ 

※ 北海道経済産業局調べ及び当該調べから推計。令和６年度から８

年度においても適用者数は同数で推移する見込み。  
②  適用額          免税軽油使用総額（千円） 

令和２年度      ３８５，３８８ 

令和３年度      ５７２，４６１ 

令和４年度      ６７２，２２５ 

令和５年度      ６７３，７８０ 

令和６年度      ６７３，７８０ 

令和７年度      ６７３，７８０ 

令和８年度      ６７３，７８０ 

※ 北海道経済産業局調べ及び当該調べから推計。令和６年度から８

年度においても適用者数は同数で推移する見込み。 

③  減収額 ＜算出方法＞ 

北海道経済産業局調べによる免税軽油使用数量に免税額（３２．１円

／Ｌ）を乗じ算出（７社合計）。 

            （単位：千円） 

令和２年度      ２２７，５９５ 

令和３年度      ２３３，６３２ 

令和４年度      ２１５，９９４ 

令和５年度      ２１６，３５７ 
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令和６年度      ２１６，３５７ 

令和７年度      ２１６，３５７ 

令和８年度      ２１６，３５７ 

※ 北海道経済産業局調べ及び当該調べから推計。令和６年度から８

年度においても適用者数は同数で推移する見込み。 

  
④ 効果 《政策目的の達成状況及び達成目標の実現状況》 

（分析対象期間：令和２年４月～令和９年３月） 

年度 
令和 

２ 
３ ４ ５ ６ ７ ８ 

操業炭鉱数 ７ ７ ７ ７ ７ ７ ７ 

目標の達成

状況（％） 
100 100 100 100 100 100 100 

【算定根拠】 

※ 北海道経済産業局調べ及び当該調べから推計。令和６年度から８

年度においても操業炭鉱数は同数で推移する見込み。 

 

《達成目標に対する租税特別措置等の直接的効果》 

年度 
令和 

２ 
３ ４ ５ ６ ７ ８ 

新たな債務超

過事業者数 
０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ 

目標の達成 

状況（％） 
100 100 100 100 100 100 100 

【算定根拠】 

※ 北海道経済産業局調べ及び当該調べから推計。令和６年度から８

年度においても新たな債務超過事業者数は同数で推移する見込み。 

  
⑤ 税収減を是

認する理由

等 

（分析対象期間：令和２年４月～令和９年３月） 

 本税制は、石炭掘採事業者が炭鉱構内で使用する重機の動力源と

しての軽油にかかる措置であり、当該措置によりその採掘原価を直

接、低減する実効的効果がある。 

11 相当性 ① 租税特別措

置等による

べき妥当性

等 

国内炭は、市場原理の中、生産活動に対する国の支援なしに、生産

しているところ。今後とも競争力のある価格での生産体制を維持するた

めに本制度が必要。 

石炭生産においては、削岩、掘採、運搬等に多量の燃料を消費する

ため、その燃料コストを低減させ、採掘原価の低減に直接寄与する軽

油引取税の課税免除措置は、国内炭の安定的な生産を図る上で適切

な措置と考えられる。 

② 他の支援措

置や義務付

け等との役

割分担 

他の支援措置との関係はない。 

 

 

 

③ 地方公共団

体が協力す

る相当性 

 当該業種は、中小企業割合が高く、現在石炭を掘採している北海道

において、電力の安定供給及び雇用の確保に寄与している。 

 また、事業者の経営が安定することにより、掘採後の現状復旧が促

進され、環境被害の防止に資する。 
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12 有識者の見解 － 

 

13 前回の事前評価又は事後

評価の実施時期 

令和２年 

 

 


